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市役所総務課総務係[内線２２３]問

市では、令和３年度採用・職員採用試験の申込みを受け付けます。

 試験区分／一般職（上級）
●受験資格／平成２年４月２日～平成11年４月１日ま  
　　　　　　でに生まれた方
●試験内容／
①第１次試験／教養試験、事務適性検査、論文試験など
②第２次試験／第１次試験合格者を対象に面接試験

●申込受付期間／５月７日（木）～６月５日
　（金）までに市役所総務課に提出してくださ
　い。郵送の場合は、必ず「特定記録郵便」で、
　６月５日までの消印のあるものに限り受け
　付けます。
●試 験 日／第１次試験　７月12日（日）
●試験会場／北斗市総合文化センター
　　　　　　かなで～る
●合格発表／第１次試験の合格発表は、　　
　　　　　　７月下旬です。
●採用案内・申込書について
　市役所総務課、総合分庁舎市民窓口課、七重
　浜・茂辺地両支所で配布します。
①郵送で資料請求する場合は、封筒の表に「採
　用試験申込書請求」と朱書きし、返信用の角
　形２号封筒（切手不要、返信先の住所、氏名
　を記入したＡ４サイズのもの）を同封し郵
　送してください。
②電子メールの場合は、件名を「採用試験申込
　書請求」とし、本文中に住所、氏名、電話番号を
　記載のうえ、somu@city.hokuto.hokkaido.jp
　宛てにメールを送ってください。

　「持続可能」や「国連」などの言葉を聞くと、どこか堅苦しくて難しいイメージを持ってしまいますが、私たち一人ひと
りが行動しなければ、SDGsを達成することはできません。実は、SDGsは私たちの身近な生活に深く関連しています。
　市では、今年度の市政執行方針において、「誰ひとり取り残さない　SDGsの理念に基づくまちづくり」を進めること
としており、また、第２期北斗市まち・ひと・しごと創生総合戦略では、SDGsを原動力とした北斗市創生を推進するた
め、広く市民に対する普及啓蒙に努めていくこととしています。
　「広報ほくと」では、SDGsを構成する17のゴールの達成に向けた
市の施策や事業について、隔月を基本に連載して市民のみなさま
にお知らせしながら、一人ひとりの取組みを促していくとともに、各
種団体や民間事業者の方々など官民の垣根を超えた多様な主
体のマッチングを図ることにより、北斗市の創生に向けた新
たなビジネスチャンスの創出につなげ、将来にわたって
持続可能なまちづくりを進めます。

　SDGs（Sustainable Development Goals）とは、人類及び地球の持続可能な開発のた
めに達成すべき課題とその具体目標で、2015年9月の国連サミットで採択された2016
年から2030年までの国際目標です。
　持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットから構成され、世
界中の誰ひとり取り残さない包摂的な社会の実現を目指しています。

 試験区分／一般職（障がい者対象 上級）
●受験資格／昭和55年４月２日～平成11年４月１日ま
　　　　　　でに生まれた方
※次に掲げる手帳等の交付を受けていること。
・身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が１級
  から６級までの方
・都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する
  療育手帳の交付を受けている方又は児童相談所、知的
  障害者更正相談所、精神保健福祉センター、精神保健
  指定医若しくは障害者職業センターによる知的障害
  者であることの判定書の交付を受けている方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
●試験内容／
①第１次試験／教養試験、事務適性検査、論文試験など
②第２次試験／第１次試験合格者を対象に面接試験

北 斗 市 職 員 採 用 試 験

日常生活で始められるSDGs

試験案内は、市公式ホームページからも
ご覧いただけます。


